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○
総
務
省
令
第
五
十
号

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
三
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
及
び
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
元
年
十
月
一
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

電
波
法
施
行
規
則
及
び
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
付
し

又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ

部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

。
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い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な

い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
）

（
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
規
格
）

第
十
五
条
の
三

法
第
二
十
七
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線

第
十
五
条
の
三

法
第
二
十
七
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
設
備
の
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線

局
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

局
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一
～
九

略
］

［
一
～
九

同
上
］

十

前
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
地
局

十
［
同
上
］

［

～

略
］

［

～

同
上
］

（１）

（３）

（１）

（３）

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
の
う
ち
基
地
局
に
係
る
も
の

［
新
設
］

(４)

［
略
］

［
同
上
］

(５)

(４)

［
略
］

［
同
上
］

(６)

(５)

［
十
一
・
十
二

略
］

［
十
一
・
十
二

同
上
］

（
周
波
数
の
幅
）

（
周
波
数
の
幅
）

第
五
十
一
条
の
九
の
四

法
別
表
第
六
及
び
別
表
第
九
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
は
、
指
定
周
波
数
（
免

第
五
十
一
条
の
九
の
四

法
別
表
第
六
及
び
別
表
第
八
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
幅
は
、
指
定
周
波
数
（
免

許
を
受
け
た
無
線
局
に
つ
い
て
は
そ
の
免
許
の
際
に
指
定
さ
れ
た
周
波
数
、
登
録
局
に
つ
い
て
は
そ
の
登
録
さ

許
を
受
け
た
無
線
局
に
つ
い
て
は
そ
の
免
許
の
際
に
指
定
さ
れ
た
周
波
数
、
登
録
局
に
つ
い
て
は
そ
の
登
録
さ

れ
た
周
波
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
の
占
有
周
波
数
帯
（
指
定
周
波
数
を
中
央
と
す
る
周
波
数
帯
（
無

れ
た
周
波
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
の
占
有
周
波
数
帯
（
指
定
周
波
数
を
中
央
と
す
る
周
波
数
帯
（
無

線
通
信
業
務
及
び
電
波
の
型
式
を
考
慮
し
て
指
定
周
波
数
を
中
央
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
総
務
大
臣
が

線
通
信
業
務
及
び
電
波
の
型
式
を
考
慮
し
て
指
定
周
波
数
を
中
央
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
総
務
大
臣
が

認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数
帯
と
す
る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
周
波
数
帯

認
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
周
波
数
帯
と
す
る
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
周
波
数
帯

の
帯
域
幅
が
当
該
指
定
周
波
数
に
係
る
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
（
二
以
上
の
許
容
値
を
有
す
る
場
合
は
、

の
帯
域
幅
が
当
該
指
定
周
波
数
に
係
る
占
有
周
波
数
帯
幅
の
許
容
値
（
二
以
上
の
許
容
値
を
有
す
る
場
合
は
、

そ
の
う
ち
最
も
大
き
い
も
の
と
す
る
。
）
に
等
し
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の

そ
の
う
ち
最
も
大
き
い
も
の
と
す
る
。
）
に
等
し
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の

帯
域
幅
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
七
〇

を
超
え
七
一
〇

以
下
の
周
波
数
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
で
あ

帯
域
幅
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
七
〇

を
超
え
七
一
〇

以
下
の
周
波
数
帯
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
で
あ

MHz

MHz

MHz

MHz

つ
て
、
地
理
的
、
時
間
的
又
は
技
術
的
な
理
由
に
よ
り
当
該
電
波
を
使
用
す
る
場
所
等
が
制
限
さ
れ
る
も
の
と

つ
て
、
地
理
的
、
時
間
的
又
は
技
術
的
な
理
由
に
よ
り
当
該
電
波
を
使
用
す
る
場
所
等
が
制
限
さ
れ
る
も
の
と

し
て
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
当
該
周
波
数
帯
の
電
波
の
周
波
数
の
幅
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
定

し
て
総
務
大
臣
が
別
に
定
め
る
も
の
に
係
る
当
該
周
波
数
帯
の
電
波
の
周
波
数
の
幅
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
定

め
る
も
の
と
す
る
。

め
る
も
の
と
す
る
。

（
無
線
設
備
が
二
以
上
の
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
無
線
局
等
の
取
扱
い
）

（
無
線
設
備
が
二
以
上
の
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
無
線
局
等
の
取
扱
い
）

第
五
十
一
条
の
九
の
五

無
線
設
備
が
二
以
上
の
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
当
該
無
線
局

第
五
十
一
条
の
九
の
五

無
線
設
備
が
二
以
上
の
場
所
に
設
置
さ
れ
て
い
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
当
該
無
線
局

の
送
信
所
の
所
在
地
を
設
置
場
所
と
し
て
法
別
表
第
六
又
は
別
表
第
九
の
規
定
を
適
用
す
る
。

の
送
信
所
の
所
在
地
を
設
置
場
所
と
し
て
法
別
表
第
六
又
は
別
表
第
八
の
規
定
を
適
用
す
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
同
等
の
機
能
を
有
す
る
無
線
局
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
こ
と
と
な
る
無
線
局
）

（
同
等
の
機
能
を
有
す
る
無
線
局
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
こ
と
と
な
る
無
線
局
）

第
五
十
一
条
の
九
の
六

法
別
表
第
六
備
考
第
十
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

第
五
十
一
条
の
九
の
六

法
別
表
第
六
備
考
第
十
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

す
る
。

る
。

一

法
別
表
第
六
の
一
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
（
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
に
規
定
す
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ

一

［
同
上
］

イ
ク
及
び
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
陸
上
移
動
局

を
除
く
。
）
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
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［

・

略
］

［

・

同
上
］

（１）

（２）

（１）

（２）

法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
広
域
使
用
電
波
（
以
下
単
に
「
広
域
使
用
電
波
」
と
い
う
。
）

法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
広
域
専
用
電
波
（
以
下
単
に
「
広
域
専
用
電
波
」
と
い
う
。
）

（３）

（３）

を
使
用
す
る
同
項
に
規
定
す
る
広
域
開
設
無
線
局
（
以
下
単
に
「
広
域
開
設
無
線
局
」
と
い
う
。
）
を
通

を
使
用
す
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
う
ち
総
務
大
臣
が

信
の
相
手
方
と
す
る
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
の
う
ち
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の

別
に
告
示
す
る
も
の

［
二

略
］

［
二

同
上
］

三

法
別
表
第
六
の
三
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
の
う
ち
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
三
、
六
〇
〇

を
超
え

三

法
別
表
第
六
の
三
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
の
う
ち
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
三
、
〇
〇
〇

を
超
え

MHz

MHz

六
、
〇
〇
〇

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
行

六
、
〇
〇
〇

以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
て
行

MHz

MHz

う
無
線
通
信
に
つ
い
て
当
該
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
通
信
業
務
を
行
う
無
線
局
か
ら
の
混
信
そ
の

う
無
線
通
信
に
つ
い
て
当
該
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
移
動
通
信
業
務
を
行
う
無
線
局
か
ら
の
混
信
そ
の

他
の
妨
害
を
許
容
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
件
が
免
許
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の

他
の
妨
害
を
許
容
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
条
件
が
免
許
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の

（
電
波
の
利
用
の
程
度
が
第
四
地
域
と
同
等
で
あ
る
区
域
）

（
電
波
の
利
用
の
程
度
が
第
四
地
域
と
同
等
で
あ
る
区
域
）

第
五
十
一
条
の
九
の
八

法
別
表
第
七
備
考
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
区
域
（
当
該
区
域
に

第
五
十
一
条
の
九
の
八

［
同
上
］

第
四
地
域
に
該
当
す
る
区
域
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
区
域
を
除
い
た
区
域
）
と
す
る
。

［
削
る
］

一

北
海
道
千
歳
市
の
区
域

一

［
略
］

二

［
同
上
］

二

［
略
］

三

［
同
上
］

三

山
口
県
下
関
市
の
区
域

四

山
口
県
下
関
市
、
柳
井
市
及
び
熊
毛
郡
田
布
施
町
の
区
域

四

［
略
］

五

［
同
上
］

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
区
域
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
二
十
九
年
十
月
一
日
に
お
け
る
行
政
区
画
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ
た
も
の

る
。

と
す
る
。

（
広
域
使
用
電
波
の
指
定
）

（
広
域
専
用
電
波
の
指
定
）

第
五
十
一
条
の
九
の
九

法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
又
は
別
表
第
八
備
考
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
は
、
総

第
五
十
一
条
の
九
の
九

法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
周
波
数
の
指
定
は
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示

務
大
臣
が
別
に
告
示
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
広
域
使
用
電
波
の
周
波
数
の
幅
）

（
広
域
専
用
電
波
の
周
波
数
の
幅
）

第
五
十
一
条
の
九
の
十

広
域
使
用
電
波
の
周
波
数
の
幅
は
、
広
域
使
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波

第
五
十
一
条
の
九
の
十

広
域
専
用
電
波
の
周
波
数
の
幅
は
、
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波

を
使
用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
（
法
別
表
第
六
の
一
の
項
、
二
の
項
及
び
四
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る

を
使
用
す
る
無
線
局
（
法
別
表
第
六
の
一
の
項
、
二
の
項
及
び
四
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
無
線
局
及

無
線
局
で
あ
る
も
の
及
び
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

び
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
の
無
線
局
の
免
許
人
が

あ
つ
て
、
そ
の
広
域
開
設
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
係
る
当
該
広
域
使
用
電
波
に
該
当
す

同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
係
る
当
該
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数
帯
（
認
定
計
画
に
従
つ
て
開
設
さ
れ
た

る
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数
帯
（
認
定
計
画
に
従
つ
て
開
設
さ
れ
た
特
定
基
地
局
が
あ
る
場
合
は
、
当

特
定
基
地
局
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
認
定
計
画
に
係
る
指
定
さ
れ
た
周
波
数
の
周
波
数
帯
を
含
む
。
次
項
に
お

該
認
定
計
画
に
係
る
指
定
さ
れ
た
周
波
数
の
周
波
数
帯
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
合
わ
せ
た
周
波

い
て
同
じ
。
）
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅
と
す
る
。

数
帯
の
帯
域
幅
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
設
備
規
則
又
は
周
波
数
割
当
計
画
に
お
い
て
移
動
し
な
い
無
線
局
の
使
用
す

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
設
備
規
則
又
は
周
波
数
割
当
計
画
に
お
い
て
移
動
し
な
い
無
線
局
の
使
用
す

る
電
波
の
周
波
数
に
応
じ
て
移
動
す
る
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
定
ま
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場

る
電
波
の
周
波
数
に
応
じ
て
移
動
す
る
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
定
ま
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
場

合
は
、
当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
（
広
域
開
設
無
線
局
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

合
に
お
い
て
、
当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
及
び
当
該
移
動
す
る
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
と
き

て
同
じ
。
）
及
び
当
該
移
動
す
る
無
線
局
（
広
域
開
設
無
線
局
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

は
、
当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
及
び
当
該
移
動
す
る
無
線
局
の
使
用
す
る
広
域
専
用
電
波
の
周
波
数
の
幅
は
、

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
使
用
す
る
広
域
使
用
電
波
の
周
波
数
の
幅
は
、
次
に
掲
げ
る
広
域
使
用
電
波
に
該
当
す

次
に
掲
げ
る
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数
帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域

る
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数
帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅
と
す
る
。

幅
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
移
動
す
る
無
線
局
で
あ
つ
て
そ
の
免
許
人
が
当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
と
同

［
新
設
］
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一
で
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
主
た
る
移
動
局
」
と
い
う
。
）
の
指
定
周
波
数
及
び
当
該
移
動
す

る
無
線
局
で
あ
つ
て
そ
の
免
許
人
が
当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
と
異
な
る
も
の
の
指
定
周
波
数
に
同
一
の
も
の

が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
同
一
の
指
定
周
波
数
の
電
波
が
広
域
使
用
電
波
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
主
た
る
移

動
局
の
み
が
当
該
広
域
使
用
電
波
を
使
用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用

す
る
。

４

法
第
百
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
広
域
使
用
電
波

３

法
第
百
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
広
域
専
用
電
波

の
周
波
数
の
幅
は
、
認
定
計
画
に
係
る
指
定
さ
れ
た
周
波
数
の
帯
域
幅
と
す
る
。

の
周
波
数
の
幅
は
、
認
定
計
画
に
係
る
指
定
さ
れ
た
周
波
数
の
帯
域
幅
と
す
る
。

（
広
域
使
用
電
波
の
周
波
数
の
幅
の
算
定
に
用
い
る
区
域
等
）

（
広
域
専
用
電
波
の
周
波
数
の
幅
の
算
定
に
用
い
る
区
域
等
）

第
五
十
一
条
の
九
の
十
一

広
域
使
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
に

第
五
十
一
条
の
九
の
十
一

広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
に
つ
い
て

つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
移
動
範
囲
、
設
置

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
移
動
範
囲
、
設
置
場
所
又

場
所
又
は
区
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
と
し
て
前

は
区
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
と
し
て
前
条
及
び

条
及
び
法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
域
使
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
広
域
開
設
無

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
法
別
表
第
六

線
局
で
あ
つ
て
、
法
別
表
第
六
の
一
の
項
、
二
の
項
若
し
く
は
六
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
又
は
包
括
免
許
に
係

の
一
の
項
、
二
の
項
若
し
く
は
六
の
項
に
掲
げ
る
無
線
局
又
は
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
が
次
の
各
号
に

る
特
定
無
線
局
で
あ
る
も
の
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
域

掲
げ
る
場
合
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
域
又
は
設
置
場
所
に
お
い
て
、
当
該
無
線
局
又

又
は
設
置
場
所
に
お
い
て
、
当
該
無
線
局
又
は
当
該
特
定
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も

は
当
該
特
定
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
も
の
と
し
て
前
条
及
び
法
第
百
三
条
の
二
第
二

の
と
し
て
前
条
及
び
法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
広
域
使
用
電
波
を
使
用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
無
線
局
）

（
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
無
線
局
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二

設
備
規
則
又
は
周
波
数
割
当
計
画
に
お
い
て
移
動
し
な
い
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の

第
五
十
一
条
の
十
の
二

設
備
規
則
又
は
周
波
数
割
当
計
画
に
お
い
て
移
動
し
な
い
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の

周
波
数
に
応
じ
て
移
動
す
る
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
定
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

周
波
数
に
応
じ
て
移
動
す
る
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
定
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
の
う
ち
当
該
移
動
す
る
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を

当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
の
う
ち
当
該
移
動
す
る
無
線
局
が
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
を

定
め
る
も
の
及
び
当
該
移
動
す
る
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
が
広
域
使
用
電
波
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
当

定
め
る
も
の
及
び
当
該
移
動
す
る
無
線
局
に
係
る
指
定
周
波
数
が
広
域
専
用
電
波
に
該
当
し
な
い
と
き
は
、
当

該
移
動
す
る
無
線
局
は
広
域
使
用
電
波
を
使
用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の
に
該
当

該
移
動
す
る
無
線
局
は
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の
に
該
当
し
な
い
も

し
な
い
も
の
と
し
て
、
法
第
百
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

の
と
し
て
、
法
第
百
三
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
特
定
無
線
局
の
数
の
控
除
）

（
特
定
無
線
局
の
数
の
控
除
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
二

法
第
百
三
条
の
二
第
六
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
二

法
第
百
三
条
の
二
第
六
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
で
あ
つ
て
、
広
域
使
用
電
波
を
使

れ
か
に
該
当
す
る
無
線
局
（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
で
あ
つ
て
、
広
域
専
用
電
波
を
使

用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

用
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局

該
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
と
す
る
。

と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
幅
）

（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
幅
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
五

同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
幅
は
、
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
五

同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の
幅
は
、
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域

使
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局

専
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
（
法
第
二

（
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の

十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て

条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
一
の
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
開
設
無
線
局
の
免
許

同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
一
の
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
係
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人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
係
る
当
該
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数
帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域

る
当
該
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数
帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅
と
す
る
。

幅
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
に
法
別
表
第
八
備
考
に
規
定
す
る
指
定
に
係
る

広
域
使
用
電
波
に
該
当
す
る
周
波
数
に
係
る
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
に
係
る
帯
域
幅
を
当
該
帯
域
幅

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
帯
域
幅
と
み
な
し
て
、
こ
の
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
に
係
る
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
周
波
数
帯
に
係
る
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
周
波
数
の

幅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
帯
域
幅
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
各
号
の
合
わ
せ
た
周
波

幅
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
帯
域
幅
と
す
る
。

数
帯
に
法
別
表
第
八
備
考
に
規
定
す
る
指
定
に
係
る
広
域
使
用
電
波
に
該
当
す
る
周
波
数
に
係
る
部
分
が
あ
る

と
き
は
、
当
該
部
分
に
係
る
帯
域
幅
を
当
該
帯
域
幅
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
帯
域
幅
と
み
な
し
て
、
こ
の
項

の
規
定
を
適
用
す
る
。

一

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
三
第
一
号
又
は
第
三
号
に
係
る
開
設
し
て
い
る
無
線
局
が
時
分
割
複
信
方
式
に

一

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
三
第
一
号
又
は
第
三
号
に
係
る
開
設
し
て
い
る
無
線
局
が
時
分
割
複
信
方
式
に

よ
る
無
線
通
信
を
行
う
周
波
数
帯

同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
使
用
電
波
に
該
当
す
る
当
該
指
定

よ
る
無
線
通
信
を
行
う
周
波
数
帯

同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
当
該
指
定

周
波
数
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
（
当
該
無
線
局
の
免
許
人
が
通
信
の
相

周
波
数
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
当
該
無
線
局
の
免
許
人
が
通
信
の
相
手
方
と
す

手
方
と
す
る
移
動
し
な
い
無
線
局
の
免
許
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
一
の
同
等

る
移
動
し
な
い
無
線
局
の
免
許
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
一
の
同
等
特
定
無
線

特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
開
設
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
係
る
当
該
指
定
周
波
数

局
区
分
に
係
る
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
係
る
当
該
指
定
周
波
数
ご
と
の
占
有
周
波
数

ご
と
の
占
有
周
波
数
帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
帯
域
幅

帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
帯
域
幅

二

設
備
規
則
又
は
周
波
数
割
当
計
画
に
お
い
て
移
動
し
な
い
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
に
応
じ
て

二

設
備
規
則
又
は
周
波
数
割
当
計
画
に
お
い
て
移
動
し
な
い
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
に
応
じ
て

移
動
す
る
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
定
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
移
動
す
る
無

移
動
す
る
無
線
局
の
使
用
す
る
電
波
の
周
波
数
が
定
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
移
動
す
る
無

線
局
の
周
波
数
帯
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
（
当
該
移
動
し
な
い
無

線
局
の
周
波
数
帯
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
移
動
し
な
い
無
線
局
（
当
該
移
動
し
な
い
無

線
局
の
免
許
人
が
当
該
移
動
す
る
無
線
局
の
免
許
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
指
定
周

線
局
の
免
許
人
が
当
該
移
動
す
る
無
線
局
の
免
許
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
係
る
指
定
周

波
数
に
応
じ
て
定
ま
る
当
該
移
動
す
る
無
線
局
（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
使
用
電
波
に
該
当
す

波
数
に
応
じ
て
定
ま
る
当
該
移
動
す
る
無
線
局
（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す

る
当
該
指
定
周
波
数
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
（
当
該
無
線
局
の
免
許
人

る
当
該
指
定
周
波
数
に
係
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
無
線
局
（
当
該
無
線
局
の
免
許
人
が
通
信
の

が
通
信
の
相
手
方
と
す
る
移
動
し
な
い
無
線
局
の
免
許
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ

相
手
方
と
す
る
移
動
し
な
い
無
線
局
の
免
許
人
と
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
一
の
同

て
、
一
の
同
等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
広
域
開
設
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
限
り
、

等
特
定
無
線
局
区
分
に
係
る
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
も
の
に
限
り
、
中
継
を
行
う
も
の
を
除

中
継
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
指
定
周
波
数
の
占
有
周
波
数
帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅

く
。
）
に
係
る
指
定
周
波
数
の
占
有
周
波
数
帯
を
合
わ
せ
た
周
波
数
帯
の
帯
域
幅

（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
広
域
使
用
電
波
の
算
定
に
用
い
る
区
域
）

（
同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
広
域
専
用
電
波
の
算
定
に
用
い
る
区
域
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
六

同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
広
域
使
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
六

同
等
特
定
無
線
局
区
分
の
広
域
専
用
電
波
に
該
当
す
る
指
定
周
波
数
の
電
波
を
使

用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

用
す
る
無
線
局
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
無
線
局
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

に
定
め
る
区
域
と
す
る
。

区
域
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

（
基
準
無
線
局
数
）

（
基
準
無
線
局
数
）

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
七

法
第
百
三
条
の
二
第
七
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
一

当
た
り
の
特
定

第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
七

法
第
百
三
条
の
二
第
七
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
一

当
た
り
の
特
定

MHz

MHz

無
線
局
の
数
は
、
四
十
万
局
と
す
る
。

無
線
局
の
数
は
、
八
十
万
局
と
す
る
。

（
口
座
振
替
の
申
出
等
）

（
口
座
振
替
の
申
出
等
）

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
十

免
許
人
等
は
、
免
許
人
等
所
属
の
無
線
局
に
係
る
電
波
利
用
料
を
法
第
百
三
条

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
十

免
許
人
等
は
、
免
許
人
等
所
属
の
無
線
局
に
係
る
電
波
利
用
料
を
法
第
百
三
条

の
二
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
方
法
（
以
下
「
口
座
振
替
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き

の
二
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
方
法
（
以
下
「
口
座
振
替
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き

（
再
免
許
又
は
再
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
無
線
局
が
再
免
許
又
は
再
登
録
を
受
け
た

（
再
免
許
又
は
再
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
無
線
局
が
再
免
許
又
は
再
登
録
を
受
け
た

場
合
に
お
い
て
当
該
無
線
局
に
係
る
電
波
利
用
料
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
を
含
む
。
）

場
合
に
お
い
て
当
該
無
線
局
に
係
る
電
波
利
用
料
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
を
含
む
。
）

は
、
当
該
電
波
利
用
料
の
納
期
限
と
な
る
日
か
ら
三
十
日
前
（
法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
電

は
、
当
該
電
波
利
用
料
の
納
期
限
と
な
る
日
か
ら
三
十
日
前
（
法
第
百
三
条
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
電
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波
利
用
料
に
あ
つ
て
は
、
九
月
三
十
日
）
ま
で
に
、
別
表
第
十
三
号
の
様
式
（
広
域
開
設
無
線
局
が
使
用
す
る

波
利
用
料
に
あ
つ
て
は
、
九
月
三
十
日
）
ま
で
に
、
別
表
第
十
三
号
の
様
式
（
広
域
専
用
電
波
に
係
る
電
波
利

広
域
使
用
電
波
に
係
る
電
波
利
用
料
（
次
項
及
び
第
五
十
一
条
の
十
五
第
二
項
に
お
い
て
「
広
域
使
用
電
波
に

用
料
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
十
三
号
の
二
の
様
式
）
の
申
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
旨
を
総
合

係
る
電
波
利
用
料
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
十
三
号
の
二
の
様
式
）
の
申
出
書
を
提
出
す
る
こ
と

通
信
局
長
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
つ
て
、
そ
の
旨
を
総
合
通
信
局
長
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

２

無
線
局
の
免
許
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
免
許
等
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
無
線
局
に
係
る
電
波

２

無
線
局
の
免
許
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
免
許
等
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該
無
線
局
に
係
る
電
波

利
用
料
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
既
に
無
線
局
の
免
許
等
を
受
け
て
い
る
者
が
再
免
許

利
用
料
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
（
既
に
無
線
局
の
免
許
等
を
受
け
て
い
る
者
が
再
免
許

又
は
再
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
無
線
局
が
再
免
許
又
は
再
登
録
を
受
け
た
場
合
に
お

又
は
再
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
無
線
局
が
再
免
許
又
は
再
登
録
を
受
け
た
場
合
に
お

い
て
当
該
無
線
局
に
係
る
電
波
利
用
料
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該

い
て
当
該
無
線
局
に
係
る
電
波
利
用
料
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
当
該

免
許
等
の
申
請
に
併
せ
て
、
別
表
第
十
四
号
の
様
式
（
広
域
使
用
電
波
に
係
る
電
波
利
用
料
に
あ
つ
て
は
、
別

免
許
等
の
申
請
に
併
せ
て
、
別
表
第
十
四
号
の
様
式
（
広
域
専
用
電
波
に
係
る
電
波
利
用
料
に
あ
つ
て
は
、
別

表
第
十
三
号
の
二
の
様
式
）
の
申
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
旨
を
総
合
通
信
局
長
に
申
し
出
る

表
第
十
三
号
の
二
の
様
式
）
の
申
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
旨
を
総
合
通
信
局
長
に
申
し
出
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

［
３
・
４

略
］

［
３
・
４

同
上
］

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
五
十
一
条
の
十
五

［
略
］

第
五
十
一
条
の
十
五

［
同
上
］

２

前
項
の
所
轄
総
合
通
信
局
長
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

２

［
同
上
］

る
場
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
と
す
る
。

［
一
～
十
二

略
］

［
一
～
十
二

同
上
］

十
三

広
域
使
用
電
波
に
係
る
電
波
利
用
料
の
徴
収

そ
の
広
域
使
用
電
波
を
使
用
す
る
区
域
（
当
該
区
域

十
三

広
域
専
用
電
波
に
係
る
電
波
利
用
料
の
徴
収

そ
の
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
区
域
（
当
該
区
域

に
関
す
る
事
項

が
法
別
表
第
七
の
十
二
の
項
、
十
三
の
項
又
は
十
四

に
関
す
る
事
項

が
法
別
表
第
七
の
十
二
の
項
、
十
三
の
項
又
は
十
四

の
項
に
掲
げ
る
区
域
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
広
域
使

の
項
に
掲
げ
る
区
域
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
広
域
専

用
電
波
を
使
用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
の
免
許
人
又

用
電
波
を
使
用
す
る
免
許
人
又
は
法
第
百
三
条
の
二

は
法
第
百
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
広

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
広
域
専
用
電
波
を
最
初

域
使
用
電
波
を
最
初
に
使
用
す
る
特
定
基
地
局
の
免

に
使
用
す
る
特
定
基
地
局
の
免
許
を
受
け
た
免
許
人

許
を
受
け
た
免
許
人
と
み
な
さ
れ
る
認
定
開
設
者
の

と
み
な
さ
れ
る
認
定
開
設
者
の
住
所
）

住
所
）

十
四

法
第
百
三
条
の
二
第
七
項
及
び
第
八
項
に
規

そ
の
広
域
使
用
電
波
を
使
用
す
る
区
域
（
当
該
区
域

十
四

［
同
上
］

そ
の
広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
区
域
（
当
該
区
域

定
す
る
電
波
利
用
料
に
関
す
る
事
項

が
法
別
表
第
七
の
一
の
項
か
ら
十
三
の
項
ま
で
、
十

が
法
別
表
第
七
の
一
の
項
か
ら
十
三
の
項
ま
で
、
十

五
の
項
若
し
く
は
十
六
の
項
に
掲
げ
る
区
域
の
う

五
の
項
若
し
く
は
十
六
の
項
に
掲
げ
る
区
域
の
う

ち
、
複
数
の
区
域
を
使
用
す
る
場
合
又
は
法
別
表
第

ち
、
複
数
の
区
域
を
使
用
す
る
場
合
又
は
法
別
表
第

七
の
十
二
の
項
、
十
三
の
項
若
し
く
は
十
四
の
項
に

七
の
十
二
の
項
、
十
三
の
項
若
し
く
は
十
四
の
項
に

掲
げ
る
区
域
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
当
該
広
域
使
用

掲
げ
る
区
域
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
当
該
広
域
専
用

電
波
を
使
用
す
る
広
域
開
設
無
線
局
の
免
許
人
の
住

電
波
を
使
用
す
る
免
許
人
の
住
所
）

所
）

［
十
五

略
］

［
十
五

同
上
］
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［
３
～
５

略
］

［
３
～
５

同
上
］
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　総合通信局長
　沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、下記２に記載する無線局に係る電波利用料を口座振替によ

り納付したいので電波法第103条の２第23項の規定により申し出ます。

　承認されたときは、納入告知書は、下記１の金融機関宛て送付し

てください。

１　金融機関名及び口座番号 ２　口座振替による納付を希望する無線局の免許等の番号

　（注：申出人（免許人等）御本人の口座を指定してください。） 　及び申出局数

※　以下の欄は記入しないこと

記

電話番号 （ － － ）

フリガナ

口　　座
名 義 人

3
の

種目コード

照　　　　　　合

号

合　計 局

号

電波利用料口座振替納付申出書（既設局用）

1

第
フリガナ

受　　　　　　付 免 許 等 の 番 号 確 認 シ ス テ ム 登 記

第 号

第
届出印

印

第

第

第

号

〒　　－

第

号

号

号

号

第 号号

第

号

第

第

第

第

号
契約種別

コ ー ド 通　帳　記　号

第

第

号

号

号

号

号

1 6

号

号

号

第

第

第

0 0

第 号

第

第

第

　　　　　年　　　月　　　日

通帳番号（右詰めで記入してください。）

銀　　行
（　　　　 ）

号第

6

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

住　　所

号

第 号

ゆ

う

ち
ょ

銀

行

以

外

の

金

融

機

関

銀行コード 支店コード
預金
口座

総   合   通   信   局   等   使   用   欄

号

第 号

第
本　店
支　店
（　　　 ）

①　普　通　　②　当　座

号

号

第

第

１７．６ｃｍ

１８．６ｃｍ

　総合通信局長
　沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、下記２に記載する無線局に係る電波利用料を口座振替によ

り納付したいので電波法第103条の２第23項の規定により申し出ます。

　承認されたときは、納入告知書は、下記１の金融機関あて送付し

てください。

１　金融機関名及び口座番号 ２　口座振替による納付を希望する無線局の免許等の番号

　（注：申出人（免許人等）御本人の口座を指定してください。） 　及び申出局数

※　以下の欄は記入しないこと

電波利用料口座振替納付申出書（既設局用）

平成　　　年　　　月　　　日

記

ゆ

う

ち
ょ

銀

行

以

外

の

金

融

機

関

銀　　行
（　　　　 ）

本　店
支　店
（　　　 ）

銀行コード 支店コード
預金
口座

①　普　通　　②　当　座 号

第

ゆ
う

ち
ょ

銀

行

種目コード

号第 号

号

第 号 第

3 0
の

第 号

第

第 号 第

号号第

フリガナ

契約種別

コ ー ド 通　帳　記　号 通帳番号（右詰めで記入してください）

号
住　　所

号

0 1

〒　　－

第 号

フリガナ
第 号

口　　座
名 義 人

印 第 号 第

号 第第

第

1 6 6

号

号 第

届出印

号

第 号 第 号

第

電話番号 （ － － ）

第 号 第

合　計

第 号 第 号

局

第 号 第 号

号

総   合   通   信   局   等   使   用   欄

受　　　　　　付 免 許 等 の 番 号 確 認 シ ス テ ム 登 記 照　　　　　　合

第 号 第 号

１７．６ｃｍ

１８．６ｃｍ

１７．６ｃｍ１７．６ｃｍ

別表第十三号（第51条の11の２の10第１項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認め 別表第十三号（第51条の11の２の10第１項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認め

た場合は、それによることができる。） た場合は、それによることができる。）

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］
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電波利用料口座振替納付申出書（広域使用電波用）

沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、下記２に記載する使用区域において使用する広域使用電波

に係る電波利用料を口座振替により納付したいので電波法第103条

の２第23項の規定により申し出ます。

　承認されたときは、納入告知書は、下記１の金融機関宛て送付して

ください。

１　金融機関名及び口座番号 ２　口座振替による納付を希望する広域使用電波の

　（注：申出人（免許人）御本人の口座を指定してください。） 　使用区域

※　以下の欄は記入しないこと

照　　　　　　合

6

住　　所
〒　　－

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

通帳番号（右詰めで記入してください。）

0

受　　　　　　付 免 許 等 の 番 号 確 認 シ ス テ ム 登 記

の
1

総合通信局長
　　　　　年　　　月　　　日

ゆ

う

ち
ょ

銀

行

以

外

の

金

融

機

関

銀行コード 支店コード

電話番号

通　帳　記　号
契約種別
コ ー ド

1

記

本　店
支　店
（　　　 ）

①　普　通　　②　当　座
預金
口座

銀　　行
（　　　　 ）

6 3

種目コード

0

届出印

印

フリガナ

フリガナ

口　　座
名 義 人

（ － － ）

総   合   通   信   局   等   使   用   欄

　　電波法別表第７　　　　　の項に掲げる区域

１７．６ｃｍ

１８．６ｃｍ

電波利用料口座振替納付申出書（広域専用電波用）

沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、下記２に記載する使用区域において使用する広域専用電波

に係る電波利用料を口座振替により納付したいので電波法第103条

の２第23項の規定により申し出ます。

　承認されたときは、納入告知書は、下記１の金融機関あて送付して

ください。

１　金融機関名及び口座番号 ２　口座振替による納付を希望する広域専用電波の

　（注：申出人（免許人）御本人の口座を指定してください。） 　使用区域

※　以下の欄は記入しないこと

総   合   通   信   局   等   使   用   欄

受　　　　　　付 免 許 等 の 番 号 確 認 シ ス テ ム 登 記 照　　　　　　合

フリガナ

口　　座
名 義 人

印

フリガナ 届出印

〒　　－

通帳番号（右詰めで記入してください）

1 6 0 1 0

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

種目コード
契約種別
コ ー ド 通　帳　記　号

銀行コード

の

総合通信局長
平成　　　年　　　月　　　日

ゆ

う

ち
ょ

銀

行

以

外

の

金

融

機

関

銀　　行
（　　　　 ）

本　店
支　店
（　　　 ）

支店コード
預金
口座

①　普　通　　②　当　座

記

　　電波法別表第７　　　　　の項に掲げる区域

3

電話番号 （ － － ）

住　　所

6

１７．６ｃｍ

１８．６ｃｍ

別表第十三号の二（第51条の11の２の10第１項及び第２項関係）（総務大臣がこの様式に代わる 別表第十三号の二（第51条の11の２の10第１項及び第２項関係）（総務大臣がこの様式に代わる

ものとして認めた場合は、それによることができる。） ものとして認めた場合は、それによることができる。）

［注１ 略］ ［注１ 同左］

２ ２の欄には、口座振替による電波利用料の納付を希望する法別表第７に定める広域使用 ２ ２の欄には、口座振替による電波利用料の納付を希望する法別表第７に定める広域専

電波の使用区域を記載すること。 用電波の使用区域を記載すること。
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　総合通信局長
　沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、今回本申出書提出と同時に無線局免許等申請を行った無線局に係る電波利用料を口座振替により納付

したいので、電波法第103条の２第23項の規定により申し出ます。

　承認された場合には、納入告知書は、下記の金融機関あて送付してください。

　金融機関名及び口座番号
　（注：申出人（免許人等）御本人の口座を指定してください。）

※　以下の欄は記入しないこと

受　　　　付 免許等の番号等確認 シ ス テ ム 登 記 照　　　　合

総 　合 　通 　信 　局 　等 　使 　用 　欄

受   付   整   理   番   号   及   び   無   線   局   数

受　　   付
整 理 番 号

　　　　　　　　合　計　　　　　　　　　局

通　帳　記　号 通帳番号（右詰めで記入してください）

フ リ ガ ナ

1 0
の

口　　座
名 義 人

銀 行 コ ー ド 支 店 コ ー ド

預金
口座

①　普 通　　②　当 座 1 6 6 3 0 口　　座
名 義 人

上記以外の連絡先 電　話　番　号　（　　　　　　　－　　　　　　 　－　　　　　　 　）

記

ゆ
う
ち
ょ

銀
行
以
外
の
金
融
機
関

銀　　行
  （  　　　）

本　店
支　店
（　　 　）

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

種目コード
契約種別

コ ー ド フリガナ

電波利用料口座振替納付申出書（新設局用）

　平成　　　年　　　月　　　日

申
　
出
　
人

フリガナ

住所
〒　　－

フリガナ

印
氏名

電　話　番　号　（　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　）

１９．８ｃｍ

２１．０ｃｍ

１９．８ｃｍ１９．８ｃｍ

　総合通信局長
　沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、今回本申出書提出と同時に無線局免許等申請を行った無線局に係る電波利用料を口座振替により納付

したいので、電波法第103条の２第23項の規定により申し出ます。

　承認された場合には、納入告知書は、下記の金融機関あて送付してください。

　金融機関名及び口座番号
　（注：申出人（免許人等）御本人の口座を指定してください。）

※　以下の欄は記入しないこと

受　　　　付 免許等の番号等確認 シ ス テ ム 登 記 照　　　　合

総 　合 　通 　信 　局 　等 　使 　用 　欄

受   付   整   理   番   号   及   び   無   線   局   数

受　　   付
整 理 番 号

　　　　　　　　合　計　　　　　　　　　局

通　帳　記　号 通帳番号（右詰めで記入してください）

フ リ ガ ナ

1 0
の

口　　座
名 義 人

銀 行 コ ー ド 支 店 コ ー ド

預金
口座

①　普 通　　②　当 座 1 6 6 3 0 口　　座
名 義 人

上記以外の連絡先 電　話　番　号　（　　　　　　　－　　　　　　 　－　　　　　　 　）

記

ゆ
う
ち
ょ

銀
行
以
外
の
金
融
機
関

銀　　行
  （  　　　）

本　店
支　店
（　　 　）

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

種目コード
契約種別

コ ー ド フリガナ

電波利用料口座振替納付申出書（新設局用）

　平成　　　年　　　月　　　日

申
　
出
　
人

フリガナ

住所
〒　　－

フリガナ

印
氏名

電　話　番　号　（　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　）

１９．８ｃｍ

２１．０ｃｍ

１９．８ｃｍ１９．８ｃｍ

　総合通信局長
　沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、今回本申出書提出と同時に無線局免許等申請を行った無線局に係る電波利用料を口座振替により納付

したいので、電波法第103条の２第23項の規定により申し出ます。

　承認された場合には、納入告知書は、下記の金融機関あて送付してください。

　金融機関名及び口座番号
　（注：申出人（免許人等）御本人の口座を指定してください。）

※　以下の欄は記入しないこと

受　　　　付 免許等の番号等確認 シ ス テ ム 登 記 照　　　　合

総 　合 　通 　信 　局 　等 　使 　用 　欄

受   付   整   理   番   号   及   び   無   線   局   数

受　　   付
整 理 番 号

　　　　　　　　合　計　　　　　　　　　局

通　帳　記　号 通帳番号（右詰めで記入してください）

フ リ ガ ナ

1 0
の

口　　座
名 義 人

銀 行 コ ー ド 支 店 コ ー ド

預金
口座

①　普 通　　②　当 座 1 6 6 3 0 口　　座
名 義 人

上記以外の連絡先 電　話　番　号　（　　　　　　　－　　　　　　 　－　　　　　　 　）

記

ゆ
う
ち
ょ

銀
行
以
外
の
金
融
機
関

銀　　行
  （  　　　）

本　店
支　店
（　　 　）

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

種目コード
契約種別

コ ー ド フリガナ

電波利用料口座振替納付申出書（新設局用）

　平成　　　年　　　月　　　日

申
　
出
　
人

フリガナ

住所
〒　　－

フリガナ

印
氏名

電　話　番　号　（　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　）

１９．８ｃｍ

２１．０ｃｍ

１９．８ｃｍ１９．８ｃｍ

　総合通信局長
　沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、今回本申出書提出と同時に無線局免許等申請を行った無線局に係る電波利用料を口座振替により納付

したいので、電波法第103条の２第23項の規定により申し出ます。

　承認された場合には、納入告知書は、下記の金融機関あて送付してください。

　金融機関名及び口座番号
　（注：申出人（免許人等）御本人の口座を指定してください。）

※　以下の欄は記入しないこと

受　　　　付 免許等の番号等確認 シ ス テ ム 登 記 照　　　　合

総 　合 　通 　信 　局 　等 　使 　用 　欄

受   付   整   理   番   号   及   び   無   線   局   数

受　　   付
整 理 番 号

　　　　　　　　合　計　　　　　　　　　局

通　帳　記　号 通帳番号（右詰めで記入してください）

フ リ ガ ナ

1 0
の

口　　座
名 義 人

銀 行 コ ー ド 支 店 コ ー ド

預金
口座

①　普 通　　②　当 座 1 6 6 3 0 口　　座
名 義 人

上記以外の連絡先 電　話　番　号　（　　　　　　　－　　　　　　 　－　　　　　　 　）

記

ゆ
う
ち
ょ

銀
行
以
外
の
金
融
機
関

銀　　行
  （  　　　）

本　店
支　店
（　　 　）

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

種目コード
契約種別

コ ー ド フリガナ

電波利用料口座振替納付申出書（新設局用）

　平成　　　年　　　月　　　日

申
　
出
　
人

フリガナ

住所
〒　　－

フリガナ

印
氏名

電　話　番　号　（　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　）

１９．８ｃｍ

２１．０ｃｍ

１９．８ｃｍ１９．８ｃｍ

　総合通信局長
　沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、今回本申出書提出と同時に無線局免許等申請を行った無線局に係る電波利用料を口座振替により納付

したいので、電波法第103条の２第23項の規定により申し出ます。

　承認された場合には、納入告知書は、下記の金融機関宛て送付してください。

　金融機関名及び口座番号
　（注：申出人（免許人等）御本人の口座を指定してください。）

※　以下の欄は記入しないこと

記

本　店
支　店
（　　 　）

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

フ リ ガ ナ

ゆ
う
ち
ょ

銀
行
以
外
の
金
融
機
関

銀 行 コ ー ド

銀　　行
（　　 　　）

支 店 コ ー ド

預金
口座

フリガナ

通　帳　記　号 通帳番号（右詰めで記入してください。）

1 6 6 3

の

受   付   整   理   番   号   及   び   無   線   局   数

①　普 通　　②　当 座

口　　座
名 義 人

1 0

総 　合 　通 　信 　局 　等 　使 　用 　欄

上記以外の連絡先

受　　   付
整 理 番 号

　　　　　　　　合　計　　　　　　　　　局

種目コード
契約種別

コ ー ド

口　　座
名 義 人0

電　話　番　号　（　　　　　　　－　　　　　　 　－　　　　　　 　）

シ ス テ ム 登 記 照　　　　合受　　　　付 免許等の番号等確認

　　　　　　年　　　月　　　日

電波利用料口座振替納付申出書（新設局用）

電　話　番　号　（　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　）

印

申
　
出
　
人

フリガナ

住所
〒　　－

フリガナ

氏名

１９．８ｃｍ

２１．０ｃｍ

別表第十四号（第51条の11の２の10第２項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認め 別表第十四号（第51条の11の２の10第２項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして認め

た場合は、それによることができる。） た場合は、それによることができる。）

［注 略］ ［注 同左］
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電波利用料口座振替納付申出書（特定免許等不要局用）

沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、下記２に記載する無線局に係る電波利用料を口座振替によ

り納付したいので電波法第103条の２第23項の規定により申し出ます。

　承認されたときは、納入告知書は、下記１の金融機関宛て送付し

てください。

１　金融機関名及び口座番号 ２　口座振替による納付を希望する特定無線設備の種別、
　周波数及び無線局の有する機能

※　以下の欄は記入しないこと。

電話番号 （ － － ）

　（注：申出人（特定免許等不要局を開設した者又は表示者）
　御本人の口座を指定してください。）

無線局の有する
機能

通　帳　記　号 通帳番号（右詰めで記入してください。）

特定無線設備
の種別

周波数

ゆ
う
ち
ょ

銀
行

契約種別
コ ー ド

0

総合通信局長
　　　　　年　　　月　　　日

ゆ

う

ち
ょ

銀

行

以

外

の

金

融

機

関

銀行コード 支店コード
預金
口座

銀　　行
（　　　　 ）

記

本　店
支　店
（　　　 ）

①　普　通　　②　当　座

種目コード

フリガナ

6 3
の

1

住　　所
〒　　－

フリガナ

口　　座
名 義 人

照　　　　　　合

届出印

印

総   合   通   信   局   等   使   用   欄

0

受　　　　　　付 確　　　　　　認 シ ス テ ム 登 記

1 6

１７．６ｃｍ

１８．６ｃｍ

電波利用料口座振替納付申出書（特定免許等不要局用）

沖縄総合通信事務所長　殿

　私は、下記２に記載する無線局に係る電波利用料を口座振替によ

り納付したいので電波法第103条の２第23項の規定により申し出ます。

　承認されたときは、納入告知書は、下記１の金融機関あて送付し

てください。

１　金融機関名及び口座番号 ２　口座振替による納付を希望する特定無線設備の種別、
　周波数及び無線局の有する機能

※　以下の欄は記入しないこと。

総   合   通   信   局   等   使   用   欄

受　　　　　　付 確　　　　　　認 シ ス テ ム 登 記

1

照　　　　　　合

電話番号

フリガナ

住　　所

フリガナ

〒　　－

1

（ － － ）

口　　座
名 義 人

印

0
の

6

届出印

通　帳　記　号 通帳番号（右詰めで記入してください。）

6 3 0

支店コード

総合通信局長
平成　　　年　　　月　　　日

ゆ

う

ち
ょ

銀

行

以

外

の

金

融

機

関

銀　　行
（　　　　 ）

本　店
支　店
（　　　 ）

銀行コード

記

預金
口座

①　普　通　　②　当　座

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

種目コード
契約種別
コ ー ド

　（注：申出人（特定免許等不要局を開設した者又は表示者）
　御本人の口座を指定してください。）

特定無線設備
の種別

周波数
無線局の有する

機能

１７．６ｃｍ

１８．６ｃｍ

１７．６ｃｍ

１８．６ｃｍ

別表第十四号の二（第51条の11の２の10第３項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして 別表第十四号の二（第51条の11の２の10第３項関係）（総務大臣がこの様式に代わるものとして

認めた場合は、それによることができる。） 認めた場合は、それによることができる。）

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。
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（
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
二
条

総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平

成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
三
条
関
係
）

別
表
（
第
三
条
関
係
）

法

令

名

条

項

法

令

名

条

項

［
略
］

［
同
上
］

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和

第
六
条
の
二
の
二
、
第
三
十
二
条
の
九
の
二
（
第
四
十
五
条
の
二
の
二
に
お

［
同
上
］

第
六
条
の
二
の
二
、
第
三
十
二
条
の
九
の
二
（
第
四
十
五
条
の
二
の
二
に
お

二
十
五
年
電
波
監
理
委
員

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
の
四
、
第
四
十
一
条
の

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
四
条
の
四
、
第
四
十
一
条
の

会
規
則
第
十
四
号
）

五
、
第
四
十
一
条
の
六
、
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十

五
、
第
四
十
一
条
の
六
、
第
四
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十

三
条
の
二
、
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
（
第
四
十
六

三
条
の
二
、
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
（
第
四
十
六

条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
の
八

条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
の
八

第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
六
、
第
五
十
一
条
の

第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
五
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
六
、
第
五
十
一
条
の

八
、
第
五
十
一
条
の
十
、
第
五
十
一
条
の
十
の
二
の
四
、
第
五
十
一
条
の
十

八
、
第
五
十
一
条
の
十
か
ら
第
五
十
一
条
の
十
の
三
ま
で
、
第
五
十
一
条
の

の
二
の
八
、
第
五
十
一
条
の
十
の
三
、
第
五
十
一
条
の
十
の
四
、
第
五
十
一

十
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
一
条
の
十
一
、
第
五
十
一
条
の

条
の
十
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
一
条
の
十
一
、
第
五
十
一

十
一
の
二
、
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
三
並
び
に
第
五
十
一
条
の
十
一
の

条
の
十
一
の
二
、
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
三
並
び
に
第
五
十
一
条
の
十

二
の
四

一
の
二
の
四

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


